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日本語教師数

日本語学習者数

日本語教育実施機関・施設等数

○平成30年末現在で，在留外国人数は約273万人となり，我が国人口の約2.2％を占める。
○国内の日本語学習者数は，長期的には増加傾向にある。平成23年は東日本大震災の影響等により約4万人減少したものの，平成30年に
は約26万人で過去最高。

国内の日本語学習者数等の推移

在留外国人数の推移 国内の日本語学習者数等の推移

１
※出典：文化庁「国内の日本語教育の概要」 （各年11月1日現在）※平成23年までは外国人登録者数，平成24年以降は在留外国人数。

いずれも法務省（各年末現在）

2,731,093人
（平成30年12月末）

259,711人
（平成30年11月）



○地域日本語教育実践プログラム

NPO法人や公益法人等が行う、日本語教室の教育上の課題や広
域的活動に伴う課題等を解決するための先進的取組への支援等を
実施
【令和元年度実績】21件（地方公共団体，NPO等）

○地域日本語教育コーディネーター研修
一定の経験を有し，日本語教育プロ
グラムの編成やその実施に必要な連

携・調整に携わっている者等を対象

に研修を実施 （毎年20名程度）

○文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における検討
・｢生活者としての外国人」に対する日本語教育について，下記５点を取りまとめ。

①「標準的なカリキュラム案｣(2010年5月)，②「活用のためのガイドブック｣(2011年1月)，③「教材例集｣，④「日本語能力評価｣(2012年1月)，⑤「日本語指導力評価｣(2013年2月)

・「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について(報告)｣(2013年2月)において，日本語教育に関する諸課題について，主な論点を１１項目に分けて整理した。

・2018年3月には，国語分科会において，「日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）」を取りまとめ。

・現在，「日本語教師のスキルを証明する新たな資格の整備」について検討中（2019年度中に結論を得る予定。）。

・2019年度以降，「日本語教育の標準等の作成（日本版CEFR）」についての審議に着手する予定。

具体的な事業の実施
「生活者としての外国人」のための
日本語教育事業

条約難民及び第三国定住難民に対する定住支援策として
日本語教育プログラム等を外部に委託して実施

○日本語教育に関する実態調査

○日本語教育の総合的な推進に向けた調査研究

○日本語教育研究協議会

日本語教育関係者を対象に優良事例の紹介等を行うイベント

○日本語教育コンテンツ共有化推進事業
日本語教育に関するポータルサイト「ＮＥＷＳ」を運用

○日本語教育推進会議

関係省庁や日本語教育関係団体が意見交換や情報共有を行う会議

条約難民及び第三国定住難民に対する
日本語教育

（前年度予算額 85百万円）

元年度予算額 46百万円

（前年度予算額 43百万円）

元年度予算額 44百万円

（前年度予算額 15百万円）

元年度予算額 14百万円

外国人に対する日本語教育の推進

○地域日本語教育スタートアッププログラム

日本語教室空白地域であって，日本語教育のノウハウを有してい

ない地方公共団体に対し，アドバイザーの派遣等の支援を実施

【令和元年度実績】 19件（主に市町村）

○日本語学習教材（ICT教材）の開発・提供

日本語教室の設置が困難な地域に住む外国人に対し，インター

ネット等を活用した日本語学習教材（ＩＣＴ教材）を開発・提供

令和元年度は，６言語（日・英・中・ｽﾍﾟｲﾝ・ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ・ﾍﾞﾄﾅﾑ）

開発予定

○空白地域解消推進協議会

文化審議会国語分科会が示した「日本語教育人材の養成・研
修の在り方及び教育内容」の普及を図るため，以下の事業を
実施 （他の機関の見本となる事例を構築する委託事業）

○日本語教師養成プログラムの開発・実施
文化審議会国語分科会が示したモデルカリキュラムに基づく日本
語教師の養成プログラムの開発と養成の実施

○現職者研修カリキュラム・プログラムの開発・実施
文化審議会国語分科会が示した教育内容に基づく現職日本語
教師研修のカリキュラム・プログラムの開発と研修の実施

【令和元年度実績】
・養成…5件（大学，日本語教育機関）
・研修…17件（日本語教育機関，公益法人，地方公共団体
等）

日本語教育の人材養成及び
現職者研修カリキュラムの開発事業

（前年度予算額 50百万円）

元年度予算額 140百万円

（前年度予算額 28百万円）

元年度予算額 63百万円

審議会における検討

新たな在留資格の創設等を踏まえ，地方公共団体が関係機関等と有機的に
連携し，日本語教育環境を強化するための総合的な体制づくりを推進。

○プログラムＡ
・地域の実態調査や実施計画策定のための経費を補助
○プログラムＢ
・地方公共団体における総合的な体制づくりのため，
司令塔となる人材や日本語教室運営などの経費を補助

※Ａ，Ｂともに都道府県・政令指定都市への２分の１補助
【令和元年度実績】プログラムＡ 8件，プログラムＢ 8件

（新 規）
元年度予算額 497百万円

地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 （新 規）

(前年度予算額 221百万円)
元年度予算額 804百万円

都道府県・政令指定都市
（国際交流協会）

総括コーディネーター

総合調整会議

地域コーディネーター
（※担当地域を設定）

・・・

関係機関・団体等

〈連携・協力〉

地域の
日本語教室

地域の
日本語教室

・
・
・

日本語教育に関する調査及び調査研究等

「生活者としての外国人」のための
日本語教室空白地域解消推進事業

２



○文化審議会国語分科会日本語教育小委員会（平成19年7月設置）では，平成24年5月28日に日本語教育小委員会に「課題整理に
関するワーキンググループ」を設置。日本語教育を推進する意義等について再確認するための検討を行い，改めて「基本的な考え方」
を整理。その上で，今後，具体的な施策の方向性や日本語教育の推進方策を議論していく際の「検討材料」として「１１の論点」を整理。

論点２
日本語教育の
効果的・効率的
な推進体制
について

論点１
日本語教育に
関する政策の
ビジョン
について

論点３
日本語教育の
標準や日本語
能力の判定基準
について 論点４

カリキュラム
案等の活用
について

論点５
日本語教育の
資格について

論点６
日本語教員の
養成・研修
について

論点７
日本語教育の
ボランティア
について

論点８
日本語教育に
関する調査研
究の体制に
ついて

論点９
総合的な視点
からの検討
について

論点１０
外国人の児童
生徒等に対する
日本語教育
について

論点１１
国外における
日本語教育
について

「１１の論点」

「基本的な考え方」
１．

日本語教育を推進する意義

２．

日本語教育に関する国と
地方公共団体との役割分担

３．

多様な日本語学習者の
学習目的・ニーズへの対応

平成26年1月31日に「日本語教育の推進に当たって
の主な論点に関する意見の整理について（報告）」を
取りまとめ。
平成26年5月から,
論点７「日本語教育のボランティアについて」
論点８「日本語教育に関する調査研究の体制
について」審議を行い，
平成28年2月29日に「地域における日本語教育の
推進に向けて（報告）」を取りまとめ。

平成28年5月から，
論点６「日本語教育の養成・研修について」審議を行い，
平成30年3月2日に「日本語教育人材の養成・研修の
在り方について（報告）」を取りまとめ。
平成31年3月4日に「日本語教育人材の養成・研修の
在り方について（報告）改定版」を取りまとめ。

これまでの検討状況

日本語教育の
推進体制について

日本語教育の内容
及び方法について

日本語教育に携わる
人材について

日本語教育に関する
調査研究について

その他

報告書の構成

今期の審議予定

論点５「日本語教育の資格について」
引き続き，検討を行っている。
論点３「日本語教育の標準や日本語能力の
判定基準について」検討を行っている。

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における審議について

３



プログラムＢ

地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業

【目的】 新しい在留資格の創設等の国の政策によって、今後、在留外国人の更なる急増が見込まれる中、外国人を日本社会の一員として受け入れていく（社会
包摂）ため、日本語能力が十分でない外国人が生活等に必要な日本語能力を身に付けられるよう、地方公共団体が、関係機関等と有機的に連携しつつ行

う、日本語教育環境を強化するための総合的な体制づくりを推進し、もって、「生活者としての外国人」の日本語学習機会の確保を図る。

プログラムＡ

〈主な目的〉

○ 国と地方公共団体が、地域の日本語教育
の実態や課題等を把握
○ 都道府県・政令指定都市が、日本語教
育実施の具体的な計画策定を通じ、今後の
対応方針を明確化

〈概要〉

○地域の実態調査
外国人等の現況、市区町村の体制や取組
状況、地域コミュニティと外国人との関係、地
域の日本語教育の課題等を調査

○実施計画策定
地域の日本語教育実施の具体的な計画を
策定

○採択件数：３０件程度 （１年間）
○補助率：２分の１
○補助額：１件当たり４５０万円程度を想定

〈主な目的〉

○ 都道府県・政令指定都市における体制づくりのための取組を財政的に支援し、
全国各地に日本語教育が行き渡ることを目指す。

〈概要〉

○総合的な体制づくりのための取組への補助
都道府県・政令指定都市に地域日本語教育の司令塔機能を置くとともに、地域日本語教育コーディネーターが、

当該地域や外国人の特性等に対応した教育プログラムを策定し、地域内の日本語教室への指導・助言等を行うような
総合的な体制づくりのための取組を財政的に支援。
その際、事業計画が、地域や外国人の実態・特性を十分に踏まえたものとなること、また、大学などの関係機関・

団体等との有機的な連携が図られていること等、より実効性の高い計画となることを促進。

○優良事例等の普及
国は、優良事例について、会議やポータルサイト等を通じて、その普及を図る。

○採択件数：１７件程度
○補助率：２分の１
○補助額：１件当たり１９００万円程度を想定

日本全国で外国人に対する
日本語教育体制が確立し、

全国各地に日本語教育が行き渡る

2019 2020 2021 2022 2023 2024

１7件程度
※プログラムAから移行

※2021年度に事業内容の見直し

〈年度進行のイメージ〉

○都道府県・政令指定都市日本語教育推進会議
○日本語教育のポータルサイト（NEWS）
等を通じて、優良事例等の成果を全国に普及

2年目以降に一部Bに移行

都道府県
政令指定都市
（国際交流協会）

総括コーディネーター

総合調整会議

地域日本語教育コーディネーター
（※担当地域を設定）

・・・

関係機関・団体等

〈連携・協力〉

地域の
日本語教室

地域の
日本語教室

・
・
・

地域の
日本語教室

（文化庁委託事業による地域の日本語教室の例）

17件程度

１7件程度
※プログラムAから移行

元年度予算額 497百万円
(新 規)

４≪令和元年度実績≫
・採択件数：プログラムＡ ８件 プログラムＢ ８件



地域日本語教育
コーディネーター研修

地域における日本語教育プログラムの編成や
実施に必要な地域の関係機関との調整に携わっ
ている者等，地域日本語教育を推進する中核的
人材に対する研修を実施。 （定員20名）

審議会報告・成果物の提供
文化審議会国語分科会が取りまとめ
た報告・成果物の提供を行う。

活用のための
ガイドブック

日本語能力
評価について

標準的な
カリキュラム案
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地域日本語教育実践プログラム

地域資源の活用・連携による総合的取組

地域の文化活動・市民活動等に外国人の参加を
促しつつ日本語教育を実施する取組や，日本語
教育に関する地域における連携体制を構築・強
化する取組等を行う。

「標準的なカリキュラム案」等の活用による取組

「生活者としての外国人」に対する標準的なカリ
キュラム案等を活用し，地域の実情・外国人の状況
に応じた以下の取組を行う。

○日本語教育の実施
○人材の育成
○教材の作成

プログラム（Ｂ）

（想定される取組例）

・子育てや防災の取組との連携
・地方公共団体の部局，関係機関・団体，
企業等からなる協議会の設置 等

成果の
普及

事例の収集，カリ
キュラム案等の
検証・改善

教材例集

日本語指導力
評価について

本事業の
範囲

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
（前年度予算額 85百万円）
元年度予算額 46百万円

●経済財政運営と改革の基本方針2018 ●未来投資戦略2018 いずれも平成30年6月15日閣議決定

日本国内に定住している外国人等を対象とし，日常生活を営む上で必要となる日本語能力等を習得できるよう，各地
の優れた取組を支援することにより，地域における日本語教育の拠点が各地に整備され，日本語教育の推進が図られる
ことを目的とする。

≪令和元年度委託実績≫・採択件数：プログラム（Ａ） 13件 プログラム（Ｂ） 8件
・受託団体：地方公共団体，ＮＰＯ法人，公益法人，大学等
・採択金額：約200万円/件

プログラム（Ａ）

５



（２５年度予算額 １６４百万円）
２６年度予定額 １５５百万円

実施団体による取組事例（平成30年度）

○愛知県「地域における初期日本語教室実施事業
～地域の日本語教室と連携した初期日本語教育の愛知モデル（あいち初期日本語教育プログラム）の構築に向けて～」

・日本語教育専門家による初期日本語教育の体制を整備し、地域日本語教室への参加の動機付けを高めることで外国人県民を地域社会の
一員として社会から排除されないための社会インフラの整備を目指すとともに、日本語教育専門家と市民が連携した日本語教室を実施。

○公益財団法人大垣国際交流協会
「地域日本語力はぐくみ事業～外国人から支援ボランティアまで～」
・日本語が話せない外国人を対象に日本語や地域生活のルールを習得する「日本語教室」の開催，日本語学習をサポートできる人材の
育成のための「日本語指導のボランティア講座」の実施，生活情報・行政情報を盛り込んだ日本語学習教材を作成。

○公益財団法人福島県国際交流協会
「ふくしま地域連携型日本語学習総合推進事業」
・外国人住民が散在している状況を鑑み、空白地域（西郷村）を含んだ日本語学習支援の体制整備を通じて、外国人住民が日常生活を
する上で必要かつすぐに使える実用的な日本語能力を習得できる環境づくりに取り組んだ。

○大阪市教育委員会
「日本語学習を通した学習者の生活課題等に対応する学びの場の体制づくり」事業
・日本語の読み書き、会話等に不自由している方々に対し、学習機会を提供するとともに、学習・教室運営に関わる人材育成を行い、
総合的な識字・日本語学習の推進を図った。

○特定非営利活動法人可児市国際交流協会
「地域多文化共生人材育成事業」
・地域で暮らす外国人に必要な日本語の会話や読み書きの習得を支援するとともに、地域の様々な文化を習得する機会を日本語教育の
拠点として整備した。また近隣の空白地域である坂祝町に対して支援を行い、日本語教室の立ち上げを目指した。

●地域日本語教育実践プログラムＡ

※令和元年度の実施団体は以下のとおり。

＜実践プログラムＡ＞ ＜実践プログラムＢ＞
○愛知県 ○坂祝町 ○公益財団法人千葉市国際交流協会 ○高岡市 ○大阪市教育委員会 ○高岡市 ○静岡県ベトナム人協会
○特定非営利活動法人可児市国際交流協会 ○社会福祉法人さぽうとにじゅういち ○学習院大学 等

●地域日本語教育実践プログラムＢ

※ 事業報告書は，文化庁ウェブサイトの「「生活者としての外国人」のための日本語教育事業」のページを御覧ください。（平成３０年度分掲載終了）。
６

13団体実施 8団体実施

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業



背景・
課題

背景・
課題

１．研修の目的
文化庁では，地域において日本語教育を推進して

いく立場を担っている方を対象に，「地域日本語教
育コーディネーター」に必要な能力について理解を
深め，その向上を図ることを目的とした研修を開催
しています。

２．研修の対象者
（i）地方公共団体，国際交流協会，地域の日本語教
室等で日本語教育プログラムの編成に携わる方
（ii）日本語教育プログラムの実施に必要な地域の
関係機関との調整に携わる方
かつ，以下の条件を満たす方
日本語教育に関する専門的な教育を受け，十分

な経験（３～５年以上）を有し，地方公共団体
（都道府県及び市区町村（教育委員会を含む）），
国際交流協会，又は社会福祉協議会が推薦する方。

地域日本語教育コーディネーター研修

７



「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事業
趣旨
日本語教室が開催されていない地域に居住している外国人は現在，約45万人おり，こういった地域に居住する外国人に日本語を学ぶ機会

を提供するために，日本語教室を開催したいと考えている地方公共団体に対し，アドバイザーを派遣し，日本語教室が開設できるよう支援
する。また，日本語教室の設置が困難な地域に住む外国人にはインターネット等を活用した日本語学習教材（ＩＣＴ教材）を開発・提供す
る。さらに，日本語教室がない地方公共団体を対象に先進事例等を紹介する「空白地域解消推進協議会」を開催し，日本語教室設置を促
す。
これらの取組を通して日本語学習環境の格差是正を図り，日本語教育を推進する。
定 ●経済財政運営と改革の基本方針2018 ●未来投資戦略2018 いずれも平成30年6月15日閣議決定

事業概要

●地域日本語教育
プログラムの開発

●施策立案への助言
●関係機関との調整

○地域に日本語教室が開設
される，もしくは日本語
学習することにより，日
本語を習得する

○近隣住民とのコミュニ
ケーションが円滑になり
外国人が孤立することが
少なくなる

○地域住民（日本人・外国
人）の地域社会への参画が
増える

○地域住民が活躍，外国人
の受入れが円滑になる

○地域が活性化する

アドバイザーへの謝金・旅費 等（約200万円/件）を委託管理団体を通じて支払

日本語教育を
行う人材の育成

指導者養成プロ
グラムの開発，実
施に対する支援

日本語教室の
開設（試行）

日本語教室
の運営

地方公共団体による取組

カリキュラム・教材
の開発に対する支
援

教室運営の安定
化に向けた支援

専門家チームに
よる3年サポート

地域日本語教育
スタートアッププログラム

アドバイザー派遣のイメージ

(前年度予算額 50百万円)
元年度予算額 140百万円

空白地域解消推進協議会

日本語学習教材の開発・提供

【対象】
●地方公共団体
●国際交流協会担当者等

（定員45名）

空白地域解
消の実践事
例紹介

地域資源活
用連携方法
等協議

インターネット

日本語学習
コンテンツ

教室に通えない日本語学習者

必要に応じて
サポート

（日本語教育コンテンツ共有システム）

日常生活に必要な日本語学習コンテンツの開発

登録

日本語・英語・中国語・ベトナム語・ポルト
ガル語・スペイン語等多言語で提供

≪令和元年度採択実績≫
・件数：19件・対象：地方公共団体等

(前年度予算額 36.7百万円)

元年度予算額 36.7百万円
(前年度予算額 11百万円)

元年度予算額 100.6百万円

(前年度予算額 2.7百万円)

元年度予算額 2.7百万円
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：３年目（７団体）
：２年目（５団体）
：１年目（７団体）

宮古市

中能登町

白馬村

豊丘村

銚子市

境港市
舞鶴市

宇和島市

江田島市

山陽小野田市

甲賀市

高島市

長島町 小林市

八代市

熊本市

鳥栖市

神埼市

みやき町

佐賀県

嬉野市

基山町

美波町

つるぎ町

福知山市

令和元年度 地域日本語教育
スタートアッププログラム
実施団体

：過去活用団体
全１９団体
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日本語教育の人材養成及び現職者研修カリキュラムの開発事業

●外国人の日本語学習者が増加する中，日本語教育の水準を向上するためには，日本語教育人材の資質・能力の向上が不可欠。
●このため，文化審議会国語分科会では日本語教育人材の資質・能力の向上を目的として，「日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）」を
平成30年3月に取りまとめた。（ただし，現職日本語教師研修の活動分野については，「生活者としての外国人」，「留学生」，「児童生徒等」の３分
野のみ）

●平成30年度には，現職日本語教師研修において残された課題である３つ（「就労者」，「難民」，「海外」）の活動分野の教育内容及びモデルカリキュ
ラムについて審議を行い，年度内に報告を取りまとめた。

●上記の審議会報告で提言された養成・研修の「教育内容等」の普及を図るためには，「教育内容等」を実際に養成・研修の現場で適用し，効果的な運用
モデルを構築することが必要であり，そのため本事業を平成３０年度から実施している。

●平成31年度については，平成30年度からの継続分実施に加え，新たな活動分野についても新規採択。

文化審議会国語分科会が日本語教育人材の資質・能力の向上を図ることを目的として，平成30年3月に取りまとめた「日本語教育人材の養成・研修の在
り方について（報告）」で示す「日本語教育人材の養成・研修の在り方及び教育内容」（以下，「教育内容等」という。）の普及を図るため，これらに
基づくプログラム等の開発及び養成・研修の実施を委託事業として実施する。

●経済財政運営と改革の基本方針2018 ●未来投資戦略201８ ●規制改革実施計画 （左記、いずれも平成30年6月15日閣議決定）

背景・趣旨

●養成プログラム開発
（人材養成の教育内容及びモ
デルカリキュラムを参考）

(前年度予算額 28百万円)
元年度予算額 63百万円

日本語教師養成プログラムの開発・実施

プログラム開発委員会

●養成プログラム実施 ●評価・検証

養成講座開設・実施

●研修カリキュラム及び
プログラム開発

（現職者研修の教育内容を参考）

カリキュラム・プログラム
開発委員会

現職者研修カリキュラム・プログラムの開発・実施

●現職日本語教師研
修実施

●評価・検証

研修の実施

Plan

DoCheck

Action Plan

DoCheck

Action

事業概要

日本語教育人材の質の向上・日本語教育機関の教育水準の向上

養成の成果 研修の成果

１０

≪令和元年度委託実績≫
・採択件数：17件 ・受託団体：地方公共団体，大学等の教育・研修機関
・採択金額：約250万円/件 NPO法人等

≪令和元年度委託実績≫
・採択件数：5件 ・受託団体：大学等の教育・研修機関
・採択金額：約300万円/件

対象：既に日本語教育に携わる者日本語教師養成 対象：これから日本語教師を目指す者



平成25年度予定額 ３４百万円
（平成24年度予算額 ３２百万円）

難民対策連絡調整会議
（平成１４年８月７日発足）

事 務 局
（内閣官房）

外務省
定住支援施設の運営，
生活費の支給等

文化庁
日本語教育

厚生労働省
職業訓練

職業あっせん

・
海
上
保
安
庁

・
国
土
交
通
省

・
経
済
産
業
省

・
文
部
科
学
省

・
農
林
水
産
省

・
財
務
省

・
法
務
省

・
総
務
省

・
警
察
庁

受託団体〔平成22-30，令和元年度〕

（公財）アジア福祉教育財団

難民事業本部

条約難民・
第三国定住難民の

定住支援

条約難民

「難民の地位に関する条約」(昭和56年条約第21号)に定義された難民の要件(※)に該当し，「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政
令第319号)によって認定された者。
(※)人種，宗教，国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するため
に，国籍国の外にいる者であって，その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者。

第三国
定住難民

難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を，当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させることを
第三国定住による難民の受入れと言い，これにより受入れる者。自発的帰還及び第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久
的解決策の一つとして位置付けられている。
（他に，米国，オーストラリア，カナダ，スウェーデン，ノルウェー等が受入れを行っている。）

効果

○難民の受入れ・定住促進による国際社会の一員としての責任の
遂行（※日本は昭和56年に「難民の地位に関する条約」，昭和57年に
「難民の地位に関する議定書」に加入，第三国定住難民の受入れはア
ジア初。）

○多文化共生の地域社会の形成

政府の難民に対する定住支援体制
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日本語教育プログラム（572時間）
日本への定住に必要とされる
最低限の基礎日本語能力の習得
○6か月コース（1日6コマ，昼間開講)

入

国
定住支援施設における
定住支援プログラム

定住支援施設退所後の支援

日本語教育相談員による指導・助言及び日本語学習教材の支援等

日本語教育の効果について半年ごとに調査を実施

難

民

申

請

日本語教育プログラム（572時間）
日本への定住に必要とされる

最低限の基礎日本語能力の習得
○6か月コース
（1日6コマ，昼間開講，前後期に分けて実施)

○1年コース（1日3コマ，夜間開講）

難
民
認
定
（
法
務
省

）
日本語教育相談員による指導・助言及び日本語学習教材の支援等

地
域
日
本
語
教
室
へ
の
参
加
等

自
立
・
定
住
へ

条約難民

第三国定住難民

出

国

前

研

修

（
外

務

省

）

申
請
難
民
選
考
（
法
務
省
）

定住支援施設における
定住支援プログラム

難民の定住先の自治体と連携を図り
ながら継続的に日本語を学習できるよ
う，地域の実情に応じた持続可能な日
本語教育の支援体制を構築
・日本語教育コーディネーターの配置
・関係機関・団体のネットワーク会議
・日本語教室の開催・支援者の養成研修
・通信教材による読み書き学習支援 等

条約難民及び第三国難民に対する日本語教育
（前年度予算額 43百万円）
元年度予算額 44百万円
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日常生活を送る上で必要な日本語を学習する外国人が増え，学習目的も多様化している状況において，日本語教育機関
や日本語学習者の実態を把握するとともに，日本語教育に関する調査を複数の視点から実施し，我が国における日本語
教育関連施策等の立案推進のための基礎資料とする。

○日本語教育の総合的な推進に向けた調査研究 ３百万円（３百万円）

日本語教育を推進するための課題に対応した調査研究を実施する。

（想定される主な課題）
○外国人の日本語習得や日本語教師の研修に関する課題及び改善策の調査研究
○日本語教育施策の効果の検証及び検証に基づく改善策等に関する調査研究
○標準的なカリキュラム案等の活用状況及びその課題に関する調査研究

（近年の調査内容）
○令和元年度 ：大学における日本語教師養成課程の実施状況について
○平成３０年度：国内外で実施されている第二言語及び外国語としての日本語の能力評価の仕組み等について
○平成２９年度：日本語教員養成プログラムにおける教育実習及び現職の日本語教員を対象とした研修の実施状況について
○平成２８年度：日本語教育に関する取組の社会的効果の測定方法について

日本語教育に関する実態調査と日本語教育の総合的な推進に向けた調査研究の結果を活用し，
外国人に対する日本語教育施策をより一層推進

○日本語教育に関する実態調査 ４百万円（３百万円）

日本語教育実施機関・施設等，日本語教師数，日本語学習者数の実態について，最新の状況を調査する。

日本語教育に関する調査及び調査研究
（前年度予算額 7百万円）
元年度予算額 8百万円
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広く日本語教育に関わる方々を対象に，日本
語教育に関する国の施策や様々な取組の現状に
ついての理解の増進を図り，日本語教育の充実
と推進に資することを目的として，昭和51年か
ら開催しています。

＜令和元年度開催地＞
○東京（9月7日，8日）
○京都（10月12日，13日）

日本語教育大会の開催

都道府県・市区町村等
日本語教育担当者研修

都道府県政令指定都市
日本語教育推進会議

地方公共団体の日本語教育担当者を対象に，地
域の日本語教育に関する取組についての情報交換
を行い，地域における日本語教育施策の企画立案
能力の向上を目的とした研修を平成20年から開催
しています。

日本語教育研究協議会等の開催

日本語教育の体制整備における課題解決のた
め，今後の方策や連携協力の在り方などについ
て検討することを目的として，複数のブロック
に分けて開催しています。
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○政府においては，関係府省が，外国人政策の観点からそれぞれの目的に応じて日本語教育に関連する施策を推進。
○日本語教育に関する具体的な事業は，関係府省の様々な関係機関等が，その目的等に応じ，主として対象者別に実施。
○全体としての日本語教育施策･事業が必ずしも効果的･効率的に推進されていないという指摘がなされており，日本語教育を総合的に推進していく体制
を整備することが必要。

背
景

○日本語教育推進会議

・関係府省及び関係機関等が集まり，日本語教育に関する具体的な取組の現状･課題を把握するとともに，情報交換等を行う。
【平成24年1月23日(第1回)，平成24年3月12日(第2回)，平成24年9月21日(第3回)，平成25年9月25日(第4回)，平成26年9月24日(第5回)
平成27年9月16日（第6回），平成28年9月15日（第7回），平成29年9月14日（第8回），平成30年9月19日（第9回）】

○日本語教育コンテンツ共有化推進事業

・日本語教育に関する各種コンテンツ（教材，論文，報告書，団
体・人材情報等）を共有し，①信頼性のある情報を，②確実
に，かつ③効率的に探し出し，活用できる仕組みを構築。
NEWS : Nihongo Education contents Web sharing System

（平成25年4月1日運用開始 http://www.nihongo-ews.jp ）

・日本語教育に関するコンテンツを収集し，更なる充実を図る。

日本語教育を総合的に推進していく体制の基盤を構築するため，関係府省及び関係
機関等が情報交換等を行う日本語教育推進会議を開催。加えて，関係機関等が独自
に作成している教材等のコンテンツを共有するための，日本語教育コンテンツ共有
システムを着実に運用する。

日本語教育
推進会議

ＮＥＷＳ

省庁連携日本語教育基盤整備事業
（前年度予算額 3百万円）
元年度予算額 3百万円

１５



１６



文化庁からのお知らせ
文化庁では，日本語教育に関する様々な取組を行っています。その成果や御案内等を文化庁WEBサイトで公開してい
ますので，是非御覧ください。

文化庁WEBサイト（日本語教育） http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/

●文化庁における日本語教育関連年間予定表

●文化審議会国語分科会日本語教育小委員会
・報告書等のダウンロードができます。また，会議は傍聴が可能です。

●「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
・過去の事業概要・募集案内などを御覧いただけます。

＜取組の報告＞
・各地の取組の報告を掲載しています。

＜地域日本語教育コーディネーター研修＞
・地域において日本語指導者に対する指導的な立場を果たしている方等を対象に，「地域日本語教育コーディ
ネーター」に必要な能力について理解を深め，その向上を図ることを目的とした研修を平成２２年度より毎年
開催しています。各地域の日本語教育実践者を御推薦ください。（８月１日締切）

●日本語教育研究協議会

● 文化庁広報誌「ぶんかる」 http://prmagazine.bunka.go.jp/index.html
・「地域日本語教室からこんにちは！」を連載しています。
各地で日本語を学び，地域社会で活躍している「生活者としての外国人」の方の声をお届けしています。

● 講演・説明について
・文化庁の日本語教育に関連する施策や標準的なカリキュラム案等の使い方などについて講演や説明を希望され
る場合，下記まで御相談ください。

＜文化庁文化部国語課＞電話：０３－５２５３－４１１１（内線２６４４） 担当：増田，北村

--
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